
京都市交通局管理規程第６号 

 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

平成２３年３月１８日  

京都市公営企業管理者   

交通局長 葛西  宗久   

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第４１条第１項の表を次のように改める。 

 

定期観光系統 旅客運賃の額 

Ａコース 

円

              ４，９５０   

（２，７８０）

ＡＳコース 
 ３，２００  

(１，８５０) 

ＡＸコース 
４，４００  

(２，２５０) 

Ｂコース 
６，１７０  

(３，３３０) 

Ｃコース 
６，３００  

(２，９８０) 

ＣＨコース 
５，０００  

(２，６５０) 

ＣＳコース 
４，７００  

(２，１３０) 

Ｄコース 
７，１００  

(３，４５０) 

ＤＳコース 
８，９００  

(５，１００) 



 

ＤＬコース 
２，７５０  

(１，２５０) 

ＤＸコース 
６，６００  

(４，７５０) 

Ｆ３コース 
６，５００  

(３，０８０) 

ＦＣコース 
８，８００  

(４，７５０) 

Ｇコース 
８，８００  

(７，１９０) 

ＧＳコース 
２，１００  

(１，０５０) 

ＧＬコース 
４，２００  

(３，１５０) 

Ｈコース 
７，８００  

(５，５５０) 

ＫＮコース 
２，０００  

(  ７６０) 

ＫＳコース 
７，３５０  

(４，３００) 

Ｎコース 
７，８００  

(６，６００) 

ＮＤコース 
５，８５０  

(４，５８０) 

ＮＥコース 
５，２５０  

(４，２００) 

ＮＨコース 
６，４５０  

(４，４００) 



 

ＮＫコース 
３，０００  

(１，５００) 

ＮＬコース 
３，２００  

(１，３６０) 

ＮＷコース 
８，９００  

(６，３７０) 

ＮＹコース 
４，５００  

(１，９５０) 

ＮＺコース 
７，３００  

(５，２８０) 

Ｐコース 
８，５００  

(５，６１０) 

ＰＳコース 
７，３００  

(４，９５０) 

Ｑコース 
６，８３０  

(３，０９０) 

ＱＳコース 
８，９００  

(５，４２０) 

ＱＮコース 
５，７００  

(４，１５０) 

Ｒコース 
８，５００  

(５，２６０) 

ＲＳコース 
３，５００  

(１，６８０) 

ＳＬコース 
３，７００  

(１，４００) 

ＳＲコース 
６，９８０  

(４，６５０) 



 

ＵＳコース 
８，５００  

(５，６２０) 

Ｖコース 
８，２００  

(５，２００) 

ＸＰコース 
２，３００  

(１，１５０) 

    備考 （ ）内は，小児の運賃である。 

   附 則 

 この規程は，平成２３年３月１９日から施行する。 

                     （交通局自動車部運輸課） 

 

 

 


